安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務に関する提案書等作成要領

１　提案内容
（１）提出書類
　　　審査に必要な書類（以下「提案書等」という。）として、次の書類を提出すること。
　　ア　提案書記載事項一覧（別紙１）により記載した提案事項（以下、「提案書」という。）
　　　　この提案書の中に「安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務に係る公募型プロポーザル実施要領」で示した「（別紙１）機能要件一覧」及び説明動画のCD-ROMを含む。
　　イ　提案価格書（別紙２）
　　ウ　提案価格書の費用内訳（別紙２－１）
　　エ　実務実績調書（別紙３）
　　オ　導入ソフトウェア一覧（様式任意）
（２）提案対象
　　　提案書、提案価格書及び提案価格書の費用内訳については、別に定める「安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）及び「安城市電子カルテシステム等構築・導入に係る公募型プロポーザル実施要領」（以下、「実施要領」という。）に基づき提案すること。
（３）提案方法
　　ア　提案内容は、全て実現できるものとし、根拠も含めてできる限り具体的であること。システム稼働時に提案内容が実現できない場合は、提案内容以外の方法で実現することとし、その費用は提案者の負担とする。
　　イ　定量的に表すことが可能な場合は、その数値をできる限り記載すること。
（４）留意事項
　　　本業務にあたっては、優先交渉権者となった提案者との協議の上、提案を受けた提案書等の詳細内容を決定するものであり、必ずしも提案書等の内容で契約を保証するものではない。

２　提案書の作成について
（１）様式
　　　Ａ４両面とすること。（構成上やむを得ない箇所はＡ４以外の用紙、片面でも可。）
（２）留意事項
　　ア　提案書記載事項一覧（別紙１）のすべての評価事項について記載し、該当ページには見出しを必ずつけること。
　　イ　記載事項の順序は、なるべく提案書記載事項一覧（別紙１）の順序にすること。提案者が既に作成している資料等により代用できる場合はその資料でも可とする。ただし、その場合、提案書記載事項の題名を追記すること等により該当箇所がわかるようにすること。
　　ウ　提案は、考え方等を文書で簡潔に記載すること。なお、文書を補完するためにイメージ図・グラフ・イラスト等の使用は可とする。
　　オ　提案書の本文は、３０ページ以内とすること（表紙・目次等は除く）。
　　カ　本文の各ページには、ページ番号を記載すること。
　　キ　カラー印刷は可とするが、評価等のためにモノクロ複写・印刷する場合でも見易くなるように配慮すること。
　　ク　使用する言語は日本語とし、文字のサイズは１０．５ポイント以上の大きさとすること。ただし、固有名等で外国語を用いることが適当な場合は、外国語の使用も可とする。
　　ケ　表紙には、表題として「安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務に係る提案書」と記載すること。
　　コ　提案書の記載内容に不整合があった場合は、本市に有利な記載事項を正とみなす。

３　提案価格書の作成について
（１）様式
　　　「提案価格書」（別紙２）の様式で作成すること。
　　ア　導入費用
　　　　本システムの導入に必要な費用を（別紙２）提案価格書「（１）導入費用」の提案価格欄に記載すること。
　　　　その費用内訳を（別紙２―１）提案価格書の費用内訳「１　導入費用（１）（総額）」に記載すること。
　　イ　システム利用料及び保守費用等
　　　　令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までの６０か月間、本システムを
使用した場合における、各システム利用料及び保守費用等の月額及び６０か月分
の総額を（別紙２）提案価格書の「（２）～（７）導入後のシステム利用料及び保
守点検費用等」に記載すること。その後、（１）～（７）の総額」に記載すること。
また、その費用内訳を（別紙２－１）提案価格書の費用内訳「２～７　システム利
用料及び保守費用等」に従って記載すること。
　　ウ　追加費用等
　　　　追加提案項目がある場合はその提案にかかる初期費用と経常経費用も本システム
の構築費用、システム利用料とは別に（別紙２－１）提案価格書の費用内訳「１０　
その他追加提案項目に係る費用」に記載すること。
（２）提案価格の変動要素
　　　ライセンスの追加や容量追加の変更があった場合、システム提供費用及び設定変更
費用の考え方について記載すること。
その場合は（別紙２―１）提案価格書の費用内訳「８　ライセンス追加費用」に従っ
て単価及び積算単位ごとにわかりやすく記載すること。
（３）留意事項
　　　日本円で記載すること。
５　その他提案事項について
（１）システムバージョンアップ
　　　本システム導入後のバージョンアップがある場合、そのバージョンに関する費用やバージョンアップに必要なシステム側、クライアント側の作業について記載すること。費用に関しては（別紙２－１）提案価格書の費用内訳「９　バージョンアップ対応費用」にて記載すること。

６　導入ソフトウェア一覧の作成について
（１）様式
　　ア　様式は任意とするが下記の点について明示されていること
　　　・ソフトウェア名称
　　　・用途等
　　　・数量
　　　・必要スペック
　　　＊冗長構成を行う場合はその旨を記載すること
　　　＊併せて導入ソフトウェアの各種設定資料及び操作説明書について資料の概要を記
載すること

７　提案書等の提出方法等
（１）提案書等の提出部数
　　　提案書等を「１　提案内容　（１）提出書類」に記載した順で次のとおり調製し、提
出すること
　　ア　散逸しないように綴じた正本１部、副本１０本
　　イ　正本の内容をＰＤＦ形式の電子データで作成したＣＤ―ＲＯＭ　１枚
　　　　電子カルテシステム等機能要件一覧はＥｘｃｅｌ形式も併せて作成すること
　　ウ　説明動画のデータをMP４形式で保存した　ＣＤ－ＲＯＭ　１枚　
（２）提出期限等
　　　提出期限、提出先及び提出方法は実施要領のとおりとする。
（３）その他
　　ア　提出した提案書等は、期限内の再提出を除き、部分的な書換え、引き換え又は撤回することができない。
　　イ　提案書等に含まれる著作物の著作権は、提案者に帰属する。なお、提案書等の記載が特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとする。

